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令和 8 年度版 居宅介護支援重要事項説明書 
 

 

１．事業者 

事業者の名称 一般社団法人わんだふる‐ライフ 

法人 所在地 栃木県那須塩原市東赤田 321-1221 

法 人 種 別 一般社団法人 

代表者 氏名 代表理事 岸 友和 

電 話 番 号 

 

0287-48-6032（代）（法人本部） 

0287-73-5051 （ケアマネジメント那須） 

 

２．運営の目的と方針  

 要介護状態にある利用者に対し適切な居宅介護支援サービスを提供することを目的としま

す。その運営に際しては、利用者の居宅を訪問し、要介護者の有する能力や提供を受けている

指定居宅サービス、また、そのおかれている環境等の課題分析を通じて、自立した日常生活を

営むことが出来るように「居宅サービス計画書」等の作成及び変更をします。 

 また、関係市町村や地域包括支援センター及び地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連

携及び連絡調整を行い、サービス担当者会議等の開催を通じて実施状況の把握に努めます。 

３．概要 

(１)居宅介護支援事業所の指定番号及びサービス提供地域 

事  業  所  名 ケアマネジメント那須居宅介護支援事業所 

所    在    地 栃木県那須塩原市清住町 91-18 

介護保険指定番号 ０９７１３０１６２７ 

電 話 番 号 0287-73-5051 

サービス提供地域 那須塩原市・那須町・大田原市・矢板市・さくら市・塩谷町・日光市・那珂川町 

 

(２)当法人のあわせて実施する事業 

種 類 事 業 者 名 事 業 者 指 定 番 号 

福祉用具貸与・販売 福祉用具 エルサ 0971301874 
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(３)職員体制 

従 業 員 の 職 種 区分 業  務  内  容 人数 

管理者 常勤 
事業所の運営および業務全般の管理 

（主任介護支援専門員と兼務） 
１名 

主任介護支援専門員 常勤 居宅介護支援サービス等に係わる業務 １名以上 

介護支援専門員 常勤 居宅介護支援サービス等に係わる業務 １名以上 

 

(４)勤務体制 

平    日 

(月)～(金) 

午前８時３０分～午後５時３０分 

原則：土・日・祝祭日及び１２月２９日～１月３日は休業日 

緊急連絡先 

事業所電話番号にて当日担当者に転送。24時間体制 

（留守番電話になりましたら利用者名と内容をお伝えください） 

※体調不良時などはかかりつけ医又は契約している場合は訪問

看護ステーション又は１１９番に連絡してください。 

 

(５)居宅介護支援サービスの実施概要 

事  項 備  考 

提供方法・内容 １介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に

面接を行い、利用者の有する能力やその置かれている環境等の評価を

通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日

常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題の把握

及び分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画書を作成しま

す。居宅サービス計画書を作成した際は、利用者又はその家族に対し

て説明し文書により利用者の同意を得て当該居宅サービス計画書を利

用者及びサービス事業者の担当者に交付します。 

２介護支援専門員は利用者及びその家族に対して、居宅サービス計画

書に位置付ける指定居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹

介を求めることが可能なことや、位置付けた理由を求めることが可能

であることを説明します。 

３介護支援専門員は、居宅サービスに位置付けた指定居宅サービス事

業者等に対して、指定居宅サービス等基準において位置づけられてい

る計画書の提出を求めます。 
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４介護支援専門員は、居宅サービス計画書の作成後においても、利用

者及びその家族、主治医、指定居宅サービス事業所等との連絡を継続

的に行うこととし、居宅サービス計画の実施状況を把握（以下「モニ

タリング」という。）します。また、少なくとも１か月に１回（但し

テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリング基準に

該当の場合は利用者の自宅等の面接は少なくとも2か月に1回）は利用

者の自宅等で面接を行い、かつ、１か月に１回はモニタリングの結果

を記録します。 

５介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を開催し利用者

の状況等に関する情報を担当者と共有すると共に居宅サービス計画書

の原案の内容について担当者より専門的な見地から意見を求めます。 

６介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者

の自宅等において、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法

等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応じるこ

ととします。 

研 修 の 参 加 現任研修等、資質向上のため必要な研修に計画的に参加 

担 当 者の変更 担当の介護支援専門員の変更を希望する方は対応可能 

 

(６)利用料金及び居宅介護支援費基本単位数 

居宅介護支援費Ⅰ 

居宅介護支援費(ⅰ) 介護支援専門員 1人あたりの 

担当件数が 1～44件 

要介護 1･2 1086単位 

要介護 3･4･5 1411単位 

居宅介護支援費（ⅱ) 介護支援専門員 1人あたりの 

担当件数が 45～59件 

要介護 1･2 544単位 

要介護 3･4･5 704単位 

居宅介護支援費(ⅲ) 介護支援専門員 1人あたりの 

担当件数が 60件以上 

要介護 1･2 326単位 

要介護 3･4･5 422単位 

 

居宅介護支援費Ⅱ（ケアプランデーター連携システムの利用並びに事務職員の配置） 

居宅介護支援費(ⅰ) 介護支援専門員 1人あたりの 

担当件数が 1～49件 

要介護 1･2 1086単位 

要介護 3･4･5 1411単位 

居宅介護支援費(ⅱ) 介護支援専門員 1人あたりの 

担当件数が 50～59件 

要介護 1･2 527単位 

要介護 3･4･5 683単位 
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居宅介護支援費(ⅲ) 介護支援専門員 1人あたりの 

担当件数が 60件以上 

要介護 1･2 316単位 

要介護 3･4･5 410単位 

 

(６)利用料金及び居宅介護支援費[減算] 

特定事業所集中減算 
正当な理由なく特定の事業所に 80％

以上集中等（指定訪問介護・指定通

所介護・指定地域密着型通所介護・

指定福祉用具貸与） 

１月につき 200単位減算 

運営基準減算 
適正な居宅介護支援が提供できてい

ない場合、また、運営基準減算が２月

以上継続している場合算定できない。 

所定単位数の 50％に減算 

高齢者虐待防止措置未実施

減算 

厚生労働大臣が定める基準を満たさ

ない場合所定単位数から減算する。 
所定単位数の 100分の 1を

減算 

業務継続計画未策定減算 
厚生労働大臣が定める基準を満たさ

ない場合所定単位数から減算する。 
所定単位数の 100分の 1を

減算 

同一建物居住       

ケアマネジメント減算 

厚生労働大臣が定める基準を満たさ

ない場合所定単位数から減算する。 
所定単位数の 95％を算定 
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特定事業所加算 

算定要件 
加算

(Ⅰ) 
(519 単位) 

加算 

(Ⅱ) 
(421 単位) 

加算 

(Ⅲ) 
(323 単位) 

加算 

(A) 
(114 単位) 

①  
常勤かつ専従の主任介護支援専門員を 1 名以上配置してい

ること※１ 
 ○ ○ ○ 

②  
常勤かつ専従の主任介護支援専門員２名以上配置している

こと※１ 
○    

③  
常勤かつ専従の介護支援専門員を３名以上配置しているこ

と※１ 
○ ○   

④  
常勤かつ専従の介護支援専門員を２名以上配置しているこ

と※１ 
  ○  

⑤ 
常勤かつ専従の介護支援専門員を１名以上、専従の介護支援

専門員を常勤換算で１名以上配置していること（非常勤は他

事業所との兼務可） 

   ○ 

⑤ 
利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事

項に係る伝達事項等を目的とした会議を定期的に開催する

こと 

○ ○ ○ ○ 

⑥ 
24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相

談に対応する体制を確保していること 
○ ○ ○ 

○ 
（連携で
も可） 

⑦ 
算定日が属する月の利用者総数のうち要介護３～要介護５

である者が４割以上であること 
○ × × × 

⑧ 介護支援専門員に対し計画的に研修を実施していること ○ ○ ○ 
○ 

（連携で
も可） 

⑨ 
地域包括支援センターから支援から支援困難な事例を紹介

された場合においても居宅介護支援を提供していること 
○ ○ ○ ○ 

⑩ 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害

者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者へ の支

援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加して

いること。 

○ ○ ○ ○ 

⑪ 
運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていな

いこと 
○ ○ ○ ○ 

⑫ 
介護支援専門員１人あたりの利用者の平均件数が 45 名未満

（居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は 50 名未満であ

ること） 

○ ○ ○ ○ 

⑬ 
介護支援専門員実務研修における科目等に協力または協力

体制を確保していること 
○ ○ ○ 

○ 
（連携で
も可） 

⑭ 
他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例

検討会、研修会等実施していること 
○ ○ ○ 

○ 
（連携で
も可） 

⑮ 
必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス

（インフォーマルサービス含む）が包括的に提供されるよう

な居宅サービス計画を作成していること 

○ ○ ○ ○ 

※１ 利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支

援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務可 

（令和 6 年度介護保険報酬改定解釈通知より） 
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加算について 

初 回 加 算 新規として取り扱われる計画を作成した場合 300 単位 

入院時情報連携加算(Ⅰ) 病院又は診療所に入院したその日のうちに、当該病院又は診

療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合 
250 単位 

入院時情報連携加算(Ⅱ) 病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に、当該病院

又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合 
200 単位 

イ）退院・退所加算（Ⅰ）イ 

 

病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必

要な情報提供をカンファレンス以外の方法により一回受けて

いる場合 

450 単位 

 

ロ）退院・退所加算（Ⅰ）ロ 

 

病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必

要な情報提供をカンファレンスにより一回受けている場合 
600 単位 

 

ハ）退院・退所加算（Ⅱ）イ 

 

病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必

要な情報提供をカンファレンス以外の方法により二回受けて

いる場合 

600 単位 

 

ニ）退院・退所加算（Ⅱ）ロ 

 

病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必

要な情報提供を二回受けており、うち一回はカンファレンス

を行った場合 

750 単位 

 

ホ）退院・退所加算（Ⅲ） 病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必

要な情報提供を三回以上受けており、うち一回はカンファレ

ンスを行った場合 

900 単位 

通院時情報連携加算 医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科

医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供

を行うとともに、医師又は歯科医師等から利用者に関する必

要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場

合 

50 単位 

特定事業所医療介護連携加算 特定事業所加算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）（A）のいずれかを算定し、

前々年度の 3 月から前年度の 2 月までの間、退院退所加算の

算定に係る病院等との連携回数が 35 回以上、かつターミナル

ケアマネジメント加算を 15 回以上算定している場合 

125 単位 

ターミナル 

ケアマネジメント加算 

在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方針

に関する利用者又は家族の意向を把握した上で、その死亡日

及び死亡日前 14 日以内に 2 日以上、居宅を訪問し、利用者の

心身の状況等を記録し、主治医及び居宅サービス計画に位置

付けたサービス事業者に提供した場合 

400 単位 

 

緊急時等 

居宅カンファレンス加算 

病院又は診療所の求めにより当該病院又は診療所の職員と共

に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応

じて居宅サービス等の利用調整を行った場合 

200 単位 

 

介護職員等処遇改善加算  

算定要件（いずれか） 

①  
ケアプランデータ連携システムを利用している又は実績報告書の提

出までに利用する見込みがあること 

１月の総利用単位数の

2.1％ 

 
②  処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件（キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び職

場環境等要件）を満たしていること 
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４．利用者からの相談または苦情に対応する窓口 

（１）当事業所相談窓口 

相談窓口 ケアマネジメント那須居宅介護支援事業所 

担 当 者 管理者 岸 友和 

電話番号 0287－73－5051 

対応時間 午前８：４５～午後５時 

 

（２）円滑かつ迅速に苦情処理を行う対応方針等 

 苦情があった場合は直ちに連絡を取り、詳しい事情を聞くとともに、担当者及びサービス事

業者から事情を確認します。また、管理者が必要と判断した場合は、管理者等を含み検討会議

を実施し、検討の結果及び具体的な回答を直ちに苦情主訴者に伝え、納得がいくような理解を

求めます。 

 

(３)苦情があったサービス事業者に対する対応方針等 

 サービス事業者よりの対応状況も正確に確認するとともに、その苦情の真の原因を突き止め、

よりよいサービスが提供されるよう、充分な話し合い等を実施します。また、定期的にサービ

ス事業者を訪問し、円滑な対応が図れるようにします。 

 

(４)苦情申立機関が下記のとおり設置されております。 

 外部苦情相談窓口 

那須塩原市本庁高齢福祉課介護管理係 電話番号 ０２８７-６２-７１９１ 

那須町保健福祉課介護保険係 電話番号 ０２８７-７２-６９１０ 

大田原市高齢者幸福課介護認定係 電話番号 ０２８７-２３-８６７８ 

矢板市健康福祉部高齢対策課 電話番号 ０２８７-４３-２８９６ 

さくら市健康福祉部高齢課介護保険係 電話番号 ０２８-６８１-１１５５ 

塩谷町高齢者支援課 電話番号 ０２８７-４７-５１７３ 

那珂川町健康福祉課高齢福祉係 電話番号 ０２８７-９２-１１１９ 

日光市高齢福祉課介護サービス係 電話番号 ０２８８-２１-５１００ 

栃木県国民健康保険団体連合会 電話番号 ０２８－６４３－２２２０ 

 

５．事故発生時の対応 

訪問時などに事故等が発生した場合においては、ご家族様などに連絡を取り必要な判断を仰

ぐとともに必要の度合いに応じて、主治医等への相談、病院の手配や救急車両の手配を行いま

す。 
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６．緊急時の対応方法 

事業者はサービス事業者から緊急の連絡があった場合には、予め確認している連絡先及び医

療機関に連絡を行い指示に従います。 

 

７．主治の医師及び医療機関等との連絡 

 事業者は利用者の主治の医師及び関係医療機関との間において、利用者の疾患に関する情

報について必要に応じ連絡をとらせていただきます。そのことで利用者の疾患に対する対応

を円滑に行うことを目的とします。この目的を果たすために、以下の対応をお願いいたしま

す。 

 ①利用者の不測の入院時に備え、担当の居宅介護支援事業者が医療機関に伝わるよう、入

院時に持参する医療保険証またはお薬手帳等に、当事業所名及び担当の介護支援専門員

がわかるよう、名刺を張り付ける等の対応をお願いいたします。 

 ②また、入院時には、ご本人またはご家族から、当事業所名及び担当介護支援専門員の名

称を伝えていただきますようお願いいたします。 

 

８．他機関との各種会議等 

①利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて、「医療・介護関係

事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び「医療情報システムの安

全管理に関するガイドライン」等を参考にして、テレビ電話等を活用して実施します。 

  

②利用者等が参加して実施するものについて、上記に加えて、利用者等の同意を得た上で、

テレビ電話等を活用して実施します。 

 

９．秘密の保持 

 ①事業者は、介護支援専門員及び事業者の使用する者は、サービス提供する上で知り得た

利用者及び家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。 

  この守秘義務は契約終了後も同様です。 

 ②事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において利

用者の個人情報を用いません。 

 ③事業者は、利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等にお

いて、当該家族の個人情報を用いません。 

 

１０．利用者自身によるサービスの選択と同意 

 ①利用者自身がサービスを選択することを基本に支援しサービスの内容、利用料等の情報を

適正に利用者または家族に対して提供するものとします。 

 ・指定居宅介護支援の提供の開始に際し、予め利用者に対して、複数の指定居宅サービス事

業者等を紹介するように求める事が出来ること、利用者は居宅サービス計画書に位置付け

た指定居宅サービス事業所等の選定理由の説明を求めることができます。 

 ・特定の事業者に不当に偏した情報を提供するようなことや、利用者の選択を求めることな
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く同一の事業主体のみによる居宅サービス計画書原案を提示することは致しません。 

 ・居宅サービス計画書等の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、指定居宅サービ

ス等の担当者からなる、サービス担当者会議の招集ややむを得ない場合には照会等により、

当該居宅サービス計画書等の原案の内容について、専門的な見地からの意見を求め、利用

者及び当該サービス担当者との合意を図ります。 

 ②終末期ケア（ターミナルケア）状態と診断された場合であって、日常生活上の障害が１ヶ

月以内に出現すると主治の医師等が判断した場合、この書面をもって利用者又はその家族

の同意を得た上で、主治の医師等の助言を得ながら、通常よりも頻回に居宅訪問をさせて

いただき、利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握、利用者への支援を実施します。

その際に把握した利用者の心身の状態を記録し、主治の医師やケアプランに位置付けた居

宅サービス事業者へ提供することで、その時々の状態に即したサービス内容の調整等を行

います。 

 

１１．業務継続計画の策定 

 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援事業の提

供を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画を策定し、

当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

 また、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施するよう努めます。 

 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１２．感染症の予防及びまん延の防止のための措置 

 事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるよう

努めます。 

 ①事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする）をおおむね 6 月に 1 回以上開催します。

その結果を、介護支援専門員に周知徹底します。 

②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

③介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実

施します。 

  

＜非常時における居宅介護支援の継続体制について＞ 

当事業所は、前記「11．業務継続計画の策定」及び「12．感染症の予防及びまん延の防止

のための措置」に基づき、感染症や非常災害等の発生時においても、可能な限り居宅介護

支援の提供を継続し、又は早期に再開できるよう、必要な体制整備に努めています。 

また、感染症、非常災害、停電、通信障害、職員体制の著しい不足その他やむを得ない事

情により、当事業所のみで通常の居宅介護支援業務の全部又は一部を継続することが困難
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となった場合に備え、利用者様への支援継続を目的として、下記の居宅介護支援事業所と

災害等発生時の相互支援に関する業務委託契約を締結しています。 

・株式会社ビックワン 居宅介護支援事業所リアン（那須塩原市） 

・NPO法人ヘルプとサポート 22 総合相談事業所ケアサプライ（那須町） 

なお、上記の居宅介護支援事業所との契約は、非常時における利用者様への支援継続及び

円滑な引き継ぎに備えるためのものであり、直ちに担当事業所の変更や個人情報の提供を

行うものではありません。 

実際に一時的な支援体制への移行が必要となる場合には、可能な限り速やかに利用者様又

はご家族様へ、支援体制、担当事業所、連絡先、個人情報の取扱い、費用負担の有無、元

の事業所への復帰予定等について説明し、必要な同意及び契約手続の支援を行います。 

また、一時的に居宅介護支援事業所を変更する必要が生じた場合であっても、上記の居宅

介護支援事業所への変更を強いるものではありません。利用者様が他の居宅介護支援事業

所を選択された場合にも、当事業所は、利用者様の意向を尊重し、必要な情報提供及び円

滑な引き継ぎに努めます。 

ただし、非常時の状況、各事業所の受入体制、対応可能地域、利用者様の状況等により、

上記事業所での受入れが困難な場合があります。その際は、利用者様の安全及び支援継続

を第一に、関係機関と連携し、必要な代替手段の確保に努めます。 

 

 

１３．虐待の防止 

 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるよう努

めます。 

 ①事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行

う事ができるものとします）を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援

専門員に周知徹底を図ります。 

 ②事業所における虐待防止のための指針を整備します。 

 ③介護支援専門員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。 

 ④虐待防止の措置を講じるための担当者を置きます。 

 

１４．身体拘束適正化の推進 

①事業所は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態

様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。 
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１５.ハラスメントへの対応 

 事業所は「職員が安心できる職場でなければ、利用者の皆様に信頼されるサービス提供がで

きない」と考えています。そのため、事業所内及び利用者等からのハラスメント行為には厳正

に対処していきます。 

① 事業所は「ハラスメント防止対策に関する基本指針」「ハラスメント発生時の連絡・対応

表」を策定して職場内のハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境作りを目

指しています。 

② 利用者及びそのご家族等が事業所の職員に対して以下のハラスメント行為を行った場合

には契約解除・損害賠償請求も含め厳正に対応致します。 

(1) 暴行 殴る、つねる など 

(2) 暴言「死ね」「役立たず」など、職員や職員の家族等へ尊厳を傷つけるような言葉遣い、

をする など 

(3) 威嚇 近距離で職員に対して怒鳴る、反社会的勢力の構成員だった過去を示したり、殺

傷能力のある物を示して職員に恐怖心を与える行為、職員の求めに対してペットを柵に

入れない など 

(4) セクハラ 必要もなく手や腕を触る、抱きしめる、性的な動画や音声を流す など 

(5) 過度な要求 職員の契約内容以外の労力や介護保険制度上から逸脱する内容の要求 な

ど 

(6) プライバシー侵害 職員の許可なくその撮影をして SNS 上に投稿、執拗に個人情報をた

ずねる など 

(7) その他 上記に類する 当事者間の信頼関係を破壊する一切の行為 等 

 

１６．障害福祉制度の相談支援専門員との綿密な連携 

  障害福祉制度の活用にて相談支援専門員との連携が必要な場合は綿密な連携を行います。 

 

１７．テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリング 

①本重要事項説明書の３．概要(５)居宅介護支援サービスの実施概要に掲げる「テレビ電話装

置その他の情報通信機器を活用したモニタリング」については次に掲げる事項を遵守し実施い

たします。 

 

ア 利用者の同意を得ること。 

 

イ サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者

の合意を得ていること。 

ⅰ 利用者の状態が安定していること。  

ⅱ 利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること。 

（家族のサポートがある場合も含む）。  

ⅲ テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス

事業者との連携に より情報を収集すること。 
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ウ 少なくとも２月に１回は利用者の居宅を訪問すること。 

 

② テレビ電話装置その他の情報通信機器等を活用して面接のメリット及びデメリット 

 

○メリット 

介護支援専門員の訪問が減ることで利用者等が来訪等に気を遣わず精神的負担の軽減及びご

自身の生活時間等が確保できる。感染症等の感染リスクが減少する等 

 

○デメリット  

介護支援専門員が利用者とご自宅等で直接面接が出来ないことにより画面越しではモニタリ

ングに要する情報（利用者等の健康状態や住環境等）の把握が出来ないことがある等 

 

上記、デメリットについてはサービス事業所の担当者からの情報提供により補完に努めること

と致します。 

 

１８．電磁的記録や押印等 

利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、政府の方針も踏ま

え、ケアプランや重要事項説明書等における利用者等への説明・同意について、 

ア 書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を可能とします。 

  イ 利用者等の押印について、求めないことが可能とします（契約書等の押印については

当該居宅介護支援事業所の指定権者である那須塩原市の指導に従います） 
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当事業者は、居宅介護支援の提供にあたり利用者に上記のとおり重要事項を説明しました。     

この証として本書２通を作成し、利用者、事業者が署名の上、各自１通を保有するものとし

ます。 

 

西暦     年  月  日 

 

居宅介護支援サービスの提供に際し、本書面の重要事項の説明を行いました。 

事業者名 ケアマネジメント那須居宅介護支援事業所 

所 在 地 栃木県那須塩原市清住町 91-18 

管 理 者 岸 友和                        

 

説明者署名                                                             

 

西暦     年  月  日 

 

私は本書面に基づいて事業者から重要事項及び別紙２の説明を受け、居宅介護支援サービス

の提供開始に同意しました。 

利   用   者    

 

住   所                                                 

 

 

 氏   名                                   

法  定  代  理  人 

 

住   所                                                    

 

 

 氏   名                                   

             （続  柄            ） 
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申請代行委任状 

利用者及びその家族は、次に定める条件にあって、必要最低限の範囲内で下記に記する委任

を受ける事業者（所）の従業者に要介護認定等の申請代行を希望します。 

１. 申請代行の理由 

利用者及びその家族等が申請書を提出することが困難な場合であって申請代行を依頼

された場合 

２．申請代行する書類等の範囲 

    ・ 要介護認定更新・変更申請書 

    ・ その他委任事項(                       ) 

３. 申請代行を行なう期間 

     （１） 居宅介護支援契約の契約締結の日から、利用者の要介護認定または要支

援認定（以下「要介護認定等」といいます）の有効期間満了日 

     （２） 契約満了日の７日前までに、利用者から事業者に対して、文書による契

約終了の申し出がない場合、契約は自動更新される 

 

西暦     年    月    日 

  

委任を受ける事業者 

 

事業者名   一般社団法人わんだふる-ライフ 

事業者住所  栃木県那須塩原市東赤田321-1221 

代表者名   代表理事   岸  友 和 

 

事業所名  ケアマネジメント那須居宅介護支援事業所 

事業所住所 栃木県那須塩原市清住町91-18 

 

 

（委任者）利用者                       印 

 

（委任者）利用者の法定代理人                 印 

 

続   柄               
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